
（４）市町村の役割 

 市町村は、保健事業（①医療保険者としての健診・保健指導、②住民に対する生

活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ）に従事する保健師、管理栄養

士等に対して、市町村自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が

実施する研修を受けさせることが必要である。 

また、医療保険部門と衛生部門のジョブローテーション1により、健診・保健指

導とポピュレーションアプローチとの効果的な組合せを企画立案できる人材の育

成を行うことや、健診・保健指導の経験を有する者を都道府県等が実施する研修の

講師とする等の協力を行うことも必要である。 

 さらに、市町村は、これまで健康づくりに関するボランティアを育成してきたと

ころであるが、生活習慣病対策の充実・強化を図る観点から、引き続き健康づくり

を推進するボランティア育成のための研修を実施することが必要である。 
 

（５）医療保険者の役割 

 医療保険者は、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対

して、医療保険者自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施

する研修を受けさせることが必要である。 

 また、医療保険者の団体は、最新の科学的知見に基づいた効果的な健診・保健指

導が実施されるよう、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、資質の向上を継続

的に図られるよう団体所属の医療保険者に対し、医療保険者が研修を行う際に使用

することができる学習教材等を作成・提供することや、医療保険者団体自ら研修を

実施するなど医療保険者が行う人材育成を支援していくことが必要である。 

 

（６）医療関係団体の役割 

 日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会等の医療関係団体及び当該団体の都道

府県支部は、保健指導を実施する者の資質の向上を図るため、積極的に研修会を行

うことが求められる。研修会の実施に際しては、複数の医療関係団体が協力し、共

同で実施することや、日本歯科医師会や日本薬剤師会等の医療関係団体及び当該団

体の都道府県支部から講師を紹介してもらうことなど、複数の職種で構成されるチ

ームによる保健指導に繋がるような配慮も必要である。 

また、保健指導に従事する医師等については、内臓脂肪症候群（メタボリックシ

ンドローム）の概念を導入した保健指導に関する知識・技術を有することが必須で

あることから、関係団体、学会等が保健指導に関連し、特に認定する既存の資格（日

本医師会認定健康スポーツ医など）の養成課程においても、そのような観点からの

研修内容の見直しの検討が求められる。 

                                                  
1 資質向上のため、人材育成計画に基づいて、職務の異動を行うこと。 
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